
 都城市空家等対策計画の策定について 

 

 近年の人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い急増し

ている空家等に対して総合的かつ計画的に空家等対策を推進していくため、「都城市

空家等対策計画」を策定しました。 

 

１ 背 景 

 平成２７年５月２６日 空家等対策特別措置法が施行され、空家等の施策に関し、

市町村による空家等対策計画の策定その他空家等に関する対策を推進するために必

要な事項が定められました。 

本市においては、空家等発生の未然防止、安心安全、地域コミュニティーの活性化

などの観点から空家等対策の目標や施策を定め、総合的かつ計画的に空家等対策の推

進を図っていくため、空家等対策計画を策定しました。 

 

 

２ 計画の公表・施行・閲覧 

 

◆公表日 平成 29年 2月 27日 

 

◆施行日 平成 29年 4月 1日 

 

◆閲 覧 本市ホームページ 

 

 

 

 

 

３ 今後について 

今後、空家等対策計画に基づき、官民協働による相談窓口の体制を充実化させ、

市民からの相談や通報に迅速かつ的確に対応してまいります。 

また、空家等の実態調査を進め、管理不十分な空家等に対する指導強化の徹底と

空家等の有効活用を推進し、良好な住環境の確保、安心安全なまちづくり、地域コ

ミュニティーの活性化を図ってまいります。 

 

 電 話：０９８６－２３－２５８５（直通） 
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